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体制等届出(看護小規模多機能型居宅介護)について

添付書類

注１ 届け出る変更内容に付随して変更がある書類のみ添付すること。

注２ 同時に複数の項目の変更等を届出する場合、重複する書類は省略可能。

注３ 書類は原則Ａ４判で作成すること。

注４ 必要に応じて、下記の添付書類の他に書類を求めることがあります。

提出書類 書類提出前の自主確認事項

介護給付費算定

に係る体制等に

関する届出書

（別紙３－２）

□新規指定の場合、「受付番号」、「介護保険事業所番号」は記載しな

いこと。

□届出者」と「事業所の状況」欄を取り違えず記載すること｡

※「届出者」は事業所の設置者・事業者である「法人」であり、事

業所ではないことに留意すること。

□同一所在地において実施している事業等について、「実施事業」欄

に○を付すこと。

□「指定年月日」欄は、「実施事業」欄に○を付した事業等の直近の

指定又は更新に係る年月日を記載すること。

□「異動等の区分」欄は、該当する事由を選択すること。

□「異動（予定）年月日」欄は、加算等の開始等の場合は翌月初日、

加算等の終了等の場合は終了日を記載すること。

□変更の場合、「異動項目」及び「特記事項」欄に変更内容を具体的

に記載すること。（「○○○体制の追加」等。）

□その他注意事項は備考を参照すること。

介護給付費算定

に係る体制等状

況一覧表（別紙１

－３－２）

□新規指定の場合、「事業所番号」欄は記載しないこと。

□市における要件審査期間中は補正可能であるが、届出受理後の補正

はできないので、注意すること。（加算を取り止める場合等を除き、

翌月に再度変更届出を行うまで修正不可能）

体制等届出内容 添付書類

施設等の区分 ・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（標準様式１）

・事業所の平面図（標準様式３）

短期利用型 ・添付書類なし

職員の欠員による

減算の状況

・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（標準様式１）

高齢者虐待防止措

置実施

・添付書類なし
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体制等届出内容 添付書類

の有無

業務継続計画策定

の有無

・添付書類なし

訪問看護体制減算 ・看護体制及びサテライト体制に係る届出書（別紙４９）

・訪問看護体制減算に係る届出書（別紙４９－３付表）

サテライト体制 ・看護体制及びサテライト体制に係る届出書（別紙４９－３）

特別地域加算 ・添付書類なし

中山間地域等にお

ける小規模事業所

加算（地域に関す

る状況）

・添付書類なし

認知症加算 ・「認知症加算（Ⅰ）・（Ⅱ）に係る届出書」（別紙４４）

●「加算Ⅰ」の場合

・「認知症介護に係る専門的な研修(※ア)」修了証の写し
・「認知症介護の指導に係る専門的な研修(※イ)」修了証の写し
●「加算Ⅱ」の場合

・「認知症介護に係る専門的な研修(※ア)」修了証の写し
※ア・・・「認知症介護実践リーダー研修」又は認知症看護に係る適切

な研修

※イ・・・「認知症介護指導者養成研修」又は認知症看護に係る適切な

研修

直近３月の認知症高齢者の日常生活自立度 II以上又は III以上の者
の割合を届出以降毎月記録し、所定の割合を下回った場合は直ちに加

算の取下げを行うこと。

若年性認知症利用

者受入加算

・添付書類なし

栄養アセスメン

ト・栄養改善体制

・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（標準様式１）

・管理栄養士の資格証の写し

（外部との連携により管理栄養士を確保している場合は、連携している

ことがわかるものを提出すること ※例 契約書や協定書の写し）

口腔機能向上加算 ・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（標準様式１）

・資格証の写し

緊急時対応加算 ・緊急時（介護予防）訪問看護加算・緊急時対応加算・特別管理体制・

ターミナルケア体制に係る届出書（別紙１６）

□緊急時対応加算に係る連絡相談を担当する者は、保健師、看護師と

すること。
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体制等届出内容 添付書類

・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（標準様式１）

□２４時間常時連絡できる体制を整備していることがわかるように記

載すること。（携帯電話等を持つ日に○印を付ける等。）

特別管理体制 ・緊急時（介護予防）訪問看護加算・緊急時対応加算・特別管理体制・

ターミナルケア体制に係る届出書（別紙１６）

□緊急時対応加算に係る連絡相談を担当する者は、保健師、看護師と

すること。

・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（標準様式１）

□２４時間常時連絡できる体制を整備していることがわかるように記

載すること。（携帯電話等を持つ日に○印を付ける等。）

専門管理加算 ・「専門管理加算に係る届出書」（別紙１７）

・専門の研修を修了したことが確認できる文書（当該研修の名称、実施

主体、修了日及び修了者の氏名等を記載した一覧でも可）

ターミナルケア体

制

・緊急時（介護予防）訪問看護加算・緊急時対応加算・特別管理体制・

ターミナルケア体制に係る届出書（別紙１６）

□緊急時対応加算に係る連絡相談を担当する者は、保健師、看護師と

すること。

・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（標準様式１）

□２４時間常時連絡できる体制を整備していることがわかるように記

載すること。（携帯電話等を持つ日に○印を付ける等。）

※当該加算の算定に当たっては、「人生の最終段階における医療の決定プ

ロセスにおけるガイドライン」等の内容に沿った取り組みを行うこと。

遠隔死亡診断補助

加算

・遠隔死亡診断補助加算に係る届出書（別紙１８）

・専門の研修を修了したことが確認できる文書（当該研修の名称、実施

主体、修了日及び修了者の氏名等を記載した一覧でも可）

看護体制強化加算 ・看護体制及びサテライト体制に係る届出書（別紙４９）

・看護体制強化加算に係る届出書（別紙４９－３付表）

訪問体制強化加算 ・訪問体制強化加算に係る届出書（別紙４５）

・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（標準様式１）

□訪問サービスの提供に当たる常勤の従業者（２名以上）の氏名を着

色すること。

総合マネジメント

体制強化加算

・総合マネジメント体制強化加算に係る届出書（別紙４２）

褥瘡マネジメント

加算

・褥瘡マネジメントに関する届出書（別紙４１）

排せつ支援加算 ・添付書類なし
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体制等届出内容 添付書類

科学的介護推進体

制加算

・添付書類なし

生産性向上推進体

制加算

・「生産性向上推進体制加算に係る届出書」（別紙２８）

・加算（Ⅰ）について、当該要件に係る各種指標に関する調査結果のデ

ータ

・委員会の議事概要

・本加算を算定する場合は、事業年度毎に取組の実績をオンラインで厚

生労働省に報告すること。

・別途通知（「生産性向上推進体制加算に関する基本的考え方並びに事務

処理手順及び様式例等の提示について」）を参照

サービス提供体制

強化加算

・サービス提供体制強化加算に関する届出書（別紙１４－５）

・サービス提供体制強化加算に関する確認書（別紙１４－５付表１・２）

・研修計画書

※全ての介護従業者に対して、個別の研修計画を作成すること。

介護職員等処遇改

善加算

□新たに加算を算定する場合は、算定月の前々月末までに介護職員処遇

改善加算の届出等を提出すること。

ＬＩＦＥへの登録 ・添付書類なし

割引 ・地域密着型サービス事業者又は地域密着型介護予防サービス事業者に

よる介護給付費の割引に係る割引率の設定について（別紙５－２）


